
 

秘書技能者資格認定に関する規約 Ⅰ 

 

１．秘書サービス接遇教育学会は，技能認定委員会を設置し，会員による秘書技能関連教育の

充実，および秘書技能保有者の社会的評価向上を目的として，秘書技能者としての資格の

認定を行う。 

２．本規約に基づく秘書技能者資格認定は，本会会則第３条第３項に基づく事業として行う。 

３．技能認定委員会は，理事で構成する。 

４．資格の名称は「秘書実務士（Certified secretary with good business skills）」とする。 

５．資格の認定を受けようとする者については，次に定める（１）の条件に加え，（２）のい

ずれかの条件が備わっていなければならない。 

（１）ａ．正会員が所属する学校（団体），または賛助会員校に在学中の者，または卒業し

た者。 

ｂ．正会員，または賛助会員の代表者が面接試験を行い，資格認定について適当と認

めた者。 

（２） ① 文部科学省後援秘書技能検定試験２級に合格しており，次のいずれかの検定試験

（別紙）１種類に合格している者。 

② 文部科学省後援秘書技能検定試験２級に合格しており，同秘書技能検定試験準１

級の一次（筆記）試験に合格している者。 

③ 文部科学省後援秘書技能検定試験準１級以上に合格している者。 

６．資格の認定は次の手続きによって行う。 

ａ．資格を認定しようとする者に対しての条件認定は，正会員または賛助会員の代表者が

行う。 

ｂ．資格証書の発行申請は，正会員または賛助会員の代表者が行う。 

ｃ．資格証書の発行申請は，所定の用紙により行う。 

７．資格証書の発行料は次のとおりとする。 

発行料  ３，０００円 

８．発行申請者に，資格の条件認定手数料（会場費，面接に必要な費用等）を，次の割合で，

支払う。                      

・正会員による申請   発行料の２０％    

・賛助会員による申請  発行料の５０％    

 

※資格証書発行料の支払いについて 

証書１通につき，発行料 3,000 円から条件認定手数料を差し引いた金額（正会員による申

請では 2,400 円，賛助会員による申請では 1,500 円）を，裏面の送金先へご送金ください。 

 

 

改定 

１．平成 17年 4月 22日  ４．平成 19年 8月 23日  ７．平成 29年 3月 25日 

２．平成 18年 8月 21日  ５．平成 20年 8月 20日  ８．平成 30年 8月 22日 

３．平成 19年 3月 31日  ６．平成 24年 3月 31日  ９．令和 5年 12月 20日                  

以上 



 

秘書技能者資格認定に関する規約 Ⅱ（対象：正会員のみ） 

制  定.平成 13年 8月 20日 
改定 1.平成31年 3月 15日 

 

１．本規約Ⅰに基づく資格認定の対象を，本規約Ⅰ以外に認めるため，本規約Ⅱを設ける。 

２．本規約Ⅱに基づく資格の名称は，「上級秘書実務士（Certified secretary with advanced 

business skills）」とする。 

３．本規約に基づく資格認定者は次のとおりとする。 

① 秘書技能関連教育の教員として, 本人の自覚，および経歴評価を得るために資格認定を希

望する者。 

② 秘書技能者として勤務上，本人の自覚，および経歴評価を得るために資格認定を希望する

者。 

４．資格認定の条件は次の各項いずれかに該当する者とする。 

1) 秘書教育担当者認定講習会の認定証，または修了証保持者 

2) 秘書検定準１級以上の合格者 

3) 秘書関連教育担当者で，上記 1) 2) に相当する識見を持ち，技能認定委員会で認めた者 

５．資格認定の申請手続きは次のとおりとする。 

1) 資格認定希望者は，秘書教育に関係する経歴書を付して申請書により申請すること。 

2) 資格認定証の発行料は 10,000 円とする。 

 

 

※申請方法 

(1) 資格認定希望者は，所定の申請書に記入･捺印し，経歴書および必要書類を添えて申

請してください。 

(2) 経歴書の書式は問いませんが，規約Ⅱ－４－３）による申請の場合は，秘書関連教育

または秘書関連職務の内容が分かるように記入してください。 

(3) 資格認定証発行料の支払い方法 

10,000円を，認定証到着後２週間以内に郵便振替にて下記あてにご送金ください。 

 

＊ 送 金 先（払込手数料はご負担願います） 

（郵便振替の場合）※ 郵便局備え付けの「払込取扱票」をお使いください。 

加入者名  秘書サービス接遇教育学会 

口座番号  ００１８０－４－４１７５００ 

（銀行口座から振込の場合） 

         ゆうちょ銀行  〇一九店（セ゛ロイチキユウ店） 

         預金種目 当座   口座番号 ０４１７５００ 

         受取人名 ヒシヨサーヒ゛スセツク゛ウキヨウイクカ゛ツカイ 

以上 


